
令和６年３月 

仙台市健康政策課 

                                        

 

１ 健診結果(データ)を入力したエクセルファイルをメールに添付して，「健康福祉局健康政策課」あて 

送信してください。 

 

２ 提出締め切りは、７月 31日（水）です。 

 （この後に歯科健診が予定されている場合は、ご連絡願います） 

 

３ 仙台市全体の集計結果について 

①提出された健診結果は「歯と口の健康づくりネットワーク会議」において仙台市全体の子供たちの

健診結果として集約・分析し，これまでの取り組みの評価と今後の歯と口の健康づくりの基礎資料

として活用されます。 

②集計・分析された結果は，各区保健福祉センター・総合支所の歯科医師・歯科衛生士により，貴施

設へお返しいたします。 

市全体の結果は，仙台市ホームページ「せんだい・歯と口の健康づくりネット」にも掲載されます。 

貴施設の歯と口の健康づくりにお役立てください。 
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仙台市ホームページ「せんだい・歯と口の健康づくりネット」に掲載 

 

 

 

歯科健康診査結果の集計・結果の還元までの流れについて 

問い合わせ先 

仙台市健康政策課 214-3894 

健康政策課 <fuk005520@city.sendai.jp> 

健診結果の集計・還元までの流れ 

結果のお知らせ 

各区保健福祉センター・総合支所 

     


